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申請日現在、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。


１　資本関係に関する事項
①　会社法第２条第４号の規定による親会社等は、次のとおりです。
	商号又は名称
	所在地
	代表者氏名

	
	
	



②　会社法第２条第３号の規定による子会社等は、次のとおりです。
	商号又は名称
	所在地
	代表者氏名

	
	
	

	
	
	



③　①に記載した親会社等を同じくする他の子会社等（自社を除く。）は、次のとおりです。
	商号又は名称
	所在地
	代表者氏名

	
	
	

	
	
	

	
	
	



２　人的関係に関する事項
　　役員（管財人を含む）の兼任の状況は、次のとおりです。
	当社の役員等
	兼任先及び兼任先での役職

	役職
	氏名
	商号又は名称
	役職

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




（備考）
　　　1.　この調書は、資本関係・人的関係の有無に関わらず提出してください。
　　　2.  該当がない事項については、その欄に「該当なし」と記載してください。
3.  ①、②欄は、申請者から見た関係（「親会社」、「子会社」、「親会社を同じくする子会社」等）　　
　　　　を記入してください
　　　4.　記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加してください。

 (
【様式３　別紙】
)○　資本関係又は人的関係がある者の参加制限の基準例

本件公募に参加しようとする複数の者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

１ 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。

（１）　子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社をいう。（２）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。（２）において同じ）の関係にある場合

（２）　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

２ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。但し（１）については、会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。

（１）　一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

ア．株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
①会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委
員である取締役
②会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
③会社法第２条第１５号に規定する社外取締役
④会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂
行しないこととされている取締役
イ．会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ．会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会
社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある
場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。）
エ．組合の理事
オ．その他業務を遂行する者であって、ア．から エ．までに掲げる者に準ずる者

（２）　一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合

（３）　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
